
（法第２８条第１項関係「前事業年度の事業報告書」） 

               平成 26 年度の事業報告書 
           平成 26 年４月 1 日から平成 27 年３月 3１日まで 

                  特定非営利活動法人まちづくりトップランナーふじのみや本舗 

１ 事業の成果 

 ・以下の事業を実施した。 

 ・中心支配地活性化を目指して、富士宮やきそばによるまちなか賑わいづくりを推進しました。 

 ・富士宮バル及び街コン事業である「ふじのみやコン」を開催し、飲み歩きや婚活事業により街中活性

化を推進しました。 

 ・総務省の受託事業である「ICT を利活用した食によるまちづくり」事業に取り組み、北海道帯広市、

三重県松阪市、福井県小浜市と連携をとりながら、情報発信を積極的に展開しました。 

 ・富士山の周辺のイベントや行事などをトータル的に紹介するカレンダー方式の「富士山暦」により 

富士山周辺に訪れる観光客等に積極的に情報発信を行いました。 

２ 事業の実施に関する事項 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

事業名 

（定款に記載 

した事業） 

 

具体的な事業内容 

（A） 当該事業の 

実施日時 

（B） 当該事業の 

実施場所 

（C） 従業者の人数 

（D）受益対象 

者の範囲 

（E）人数 

 

事業費の金額 

（単位：千円）

 

① まちづくり

市民活動組

織のネット

ワークづく

りに関する

事業 

・外国人支援の交

流事業や国際交流

の会議に参加 

 

・市民活動の団体

等との交流会の実

施 

 

 

（A） 年間通じて

定期的に参

加 

（B） 市役所及び

NPO 法人の

事務所や街

中の「おーそ

れ宮」 

（C） 10 人 

（D） 交 流 や 支

援 を 求 め

る 団 体 や

個人 

（E） 不 特 定 多

数 

 

 

・国際交流として、

ＡＣＣ学園の生徒

に焼きそばを教材

に日本語を教え

る。 

(A)4 月 25 日 

(B)NPO 法人の事務

所 

(C) 1 人 

（D）ＡＣＣ学園の

生徒（中国、ベトナ

ム、インドネシア） 

 

（E）21 人 

 

 

・富士山朝霧景観

形成会議 

(A)随時 

(B)朝霧高原 

(C)  ５人 

(D)会議の構成メ

ンバー 

(E) 各会議 30 人 
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② まちなかの

活性化に関

する情報収

集発信事業 

 

 

・カレンダー方式

の情報サイト「富

士山暦」の運営を

行う。 

 

（A） 年間を通じて

随時 

（B） 主たる事務所 

（C） 5 人 

 

(D)観光客等 

(E) 不特定多数 

 

・街コン事業 

「友活」開催 

(A)9 月 20 日 

(B)まちなかの飲食店 

(C)7 人 

 

(D)「友活」希望者 

(E)女性 20 名 

  男性 24 名 

 

まちなかコンサー

ト 

 

早稲田大学合唱団 

(A)8 月 17 日 

(B)富士山浅間大社

馬場 

(C)5 人 

 

(D)市民等 

(E)70 人 

 

 

 

 

(A)8 月 23 日 

(B)市民文化会館大ホー

ル 

(C)10 名 

(D)市民等 

(E)500 名 

 

・総務省受託 ICT 事

業 

 

(A) 年間 

(B)主たる事務所 

(C)１０人 

(D)市民や観光客 

(E)不特定多数 

 

③ 富士宮やき

そば等の特

色ある地場

産品を生か

したまちづ

くりに関す

る事業 

富士宮やきそばの

商標登録の維持管

理や地場産品のブ

ランドづくりに対

する助言等 

(A)年間を通じて随

時 

(B)主たる事務所及

び市内各所 

(C)15 人 

(D)情報を発信し

たい団体や情報を

求める個人等 

(E)不特定多数 

  

 

④ 湧水を生かし

たビオトープ

等 の 施 設 整

備、管理及び

ネットワーク

に関する事業 

イオン富士宮店の

ビオトープの維持

管理 

・イオン富士宮店

ビオトープの維持

管理 

(A)年間を通じて随

時 

(B)イオン富士宮店

ビオトープのエリア

(C)５人 

 

(D)ビオトープに

関心のある団体及

び個人 

(E)不特定多数 

 

 

 

・イオン富士宮店

蛍鑑賞会 

 

(A)6 月中、下旬 

(B)イオン富士宮店

ビオトープのエリア

(C)5 名 

(D)市民等 

(E)不特定多数 
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⑤ 祭りや催事

等の支援に

関する事業 

 (A)年間を通じて随

時 

(B)浅間大社ほか 

(C)5 人 

(D)情報を発信し

たい団体や情報を

求める個人等 

(E)不特定多数 

 

⑥ 自然、歴史、

文化を生か

したまちづ

く り の 調

査・研究・実

施等に関す

る事業 

 

 

 

・民話の里づくり 

・民話の本の執筆 

 

 

 

(A)年間を通じて随

時 

(B)主たる事務所及

び市役所 

(C)5 

(D)一般市民や観

光客 

(E)不特定多数 

 

 

 

・ランチタイムコ

ンサート 

「カルメン」 

 

 

 

 

(A) 8 月 18 日 

 

(B) 富士宮市役所

市民ホール 

(C) 5 人 

(D)市民等 

(E)70 人程度 

 

街角コンサート 

佐野敬祥元教育長

のコンサート 

 

 

（A）3 月 1 日（日）

(B)テラダスタジオ 

（C）３人 

(D)市民等 

(E)80 人 

 

⑦ その他、この

法人の目的を

達成するのに

必要な事業 

朝霧景観管理会社

実験会議 

(A)9 月 29 日 

 10 月 11 日 

 10 月 12 日 

11 月 1 日 

(B)朝霧地区周辺の

区民館、道の駅 

(C)5 人 

(D)会議構成メン

バー 

一般市民等 

(E)300 人 

 

 

（２）その他の事業 

 

 事業名 

（定款に記載し

た事業） 

 

 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実

施日時 

(B)当該事業の実

施場所 

(C)従事者の人数

（D）受益対象 

者の範囲 

（E）人数 

 

     

(備考) 

１ ２は、（１）には特定非営利活動に係る事業、（２）にはその他の事業について区分を明らかにして 
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 記載する。 

２ ２（２）には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他 

の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 


